
平成21年度医療経済実態調査

療養病床の有無と損益状況<集計１>
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Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

療養病床を有しない

一般病院<集計１>

（370施設、平均228病床）

療養病床60%以上の

一般病院<集計１>

（66施設、平均118病床）

（千円）

18備考： 「集計１」･･･医業・介護収益に占める介護収益の割合が２％未満の医療機関等の集計



平成21年度医療経済実態調査

療養病床の有無と損益状況<集計２>
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Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

療養病床を有しない

一般病院<集計２>

（389施設、平均222病床）

療養病床60%以上の

一般病院<集計２>

（200施設、平均139病床）

（千円）

19備考： 「集計２」･･･調査に回答した全ての医療機関等の集計（有効回答施設の集計）



平成21年度医療経済実態調査

療養病床の有無と損益状況<集計１：国公立を除く>

313,626 

251 

320,682 

-6,805 

80,075 

149 

75,972 

4,252 

-50,000 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

療養病床を有しない

一般病院<集計１>

（248施設、平均190病床）

療養病床60%以上の

一般病院<集計１>

（65施設、平均119病床）

（千円）

備考： 「集計１」･･･医業・介護収益に占める介護収益の割合が２％未満の医療機関等の集計 20



平成21年度医療経済実態調査

療養病床の有無と損益状況<集計２：国公立を除く>
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Ⅰ医業収益 Ⅱ介護収益 Ⅲ医業・介護費用 Ⅳ損益差額

（Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ）

療養病床を有しない

一般病院<集計２>

（263施設、平均185病床）

療養病床60%以上の

一般病院<集計２>

（195施設、平均141病床）

（千円）

備考： 「集計２」･･･調査に回答した全ての医療機関等の集計（有効回答施設の集計） 21



全体 小児 成人 高齢者

重症 1.9万人 16.1万人 24.9万人

中等症 8.5万人 57.7万人 51.4万人

軽症 28.2万人 105.7万人 33.4万人

全体
小児

（１８歳未満）

成人

（１８歳～６４歳）

高齢者

（６５歳以上）

重症

1.2万人

0.7万人減

－37％

13.6万人

2.5万人減

－16％

32.8万人

7.9万人増

＋31％

中等症

10万人

1.5万人増

＋17％

63.3万人

5.6万人増

＋9％

107.2万人

55.8万人増

＋108％

軽症

37.3万人

9.1万人増

＋32％

133.9万人

28.2万人増

＋26％

82.1万人

48.7万人

＋145％
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成人 高齢者

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの

（万人） （万人） （万人）

１０年間の救急搬送人員の変化（年齢・重傷度別）

22



三次医療機関
受入に至らなかった件数

３２,６６３件

二次以下医療機関
受入に至らなかった件数

１０４,１８０件

二次以下医療機関における理由
・処置困難 ２３.６％
・専門外 １８.８％
・手術中・患者対応中 １４.５％
・ベッド満床 １２.７％

三次医療機関における理由
・手術中 ・患者対応中 ３２.６％
・ベッド満床 ２５.０％
・処置困難 １１.２％

救命救急センター

最終的に救命救急センター等で受け入れに至った事案について、
途中の照会で二次救急医療機関と三次医療機関で受入れに至らなかった理由

手術中・患

者対応中
ベッド満床 処置困難 専門外 医師不在

初診（かか

りつけ医な
し）

理由不明

その他
合計

件数 15,105 13,268 24,554 19,636 5,962 265 25,390 104,180

割合 14.5% 12.7% 23.6% 18.8% 5.7% 0.3% 24.4% 100%

件数 10,647 8,177 3,660 1,763 609 19 7,788 32,663

割合 32.6% 25.0% 11.2% 5.4% 1.9% 0.1% 23.8% 100%
件数 25,752 21,445 28,214 21,399 6,571 284 33,178 136,843

割合 18.8% 15.7% 20.6% 15.6% 4.8% 0.2% 24.2% 100%

二次以下

三次

合計

病院区分等

「平成２０年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査」（平成２１年３月 総務省消防庁・厚生労働省） 23



療養病床における救急患者の受入状況

3.5% 4.4%

病院の療養病床

（n=7,926）

救急車による救急受入れ患者

上記以外の救急受入れ患者

救急受入れ患者ではない

無回答

出典：厚生労働省保険局医療課「平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」（平成21年3月のデータ） 24

医療区分1
(n=2,543)

医療区分2
(n=3,820)

医療区分3
(n=1,563)

合 計
(n=7,926)

救急車による救急受入れ患者 89 3.5% 150 3.9% 42 2.7% 281 3.5%

上記以外の救急受入れ患者 98 3.9% 167 4.4% 81 5.2% 346 4.4%

救急受入れ患者ではない 2,197 86.4% 3,302 86.4% 1,372 87.8% 6,871 86.7%

無回答 159 6.3% 201 5.3% 68 4.4% 428 5.4%

全 体 2,543 100.0% 3,820 100.0% 1,563 100.0% 7,926 100.0%



救急医療機関と療養病棟の連携を目指した取組み例

25

東京都３次救急病院と療養型病院の連携

目的

３次救急に入院後、加療にて療養型病院で対応可能になった患者を、
いち早く療養型病院に転院していただく体制を構築することで、３次救
急病院が満床のために救急対応出来ない状況を改善し、救急難民を
減少させる。

方法 急性期のＭＳＷが８施設にコンタクトして入院を決める。

連携対象病院数 ３次救急病院：１施設 療養型病院：８施設

モデル連携実績 20年12月～21年3月 申し込み23件中19件が転院

大阪府緊急連携ネットワーク

目的
３次救急にミスマッチな患者が搬送されたときに、速やかに治療可能
な慢性期病床（主に医療療養病床）をもつ病院が受託することにより、
３次救急の病床回転率を改善して救急難民を減少させる。

方法
３次救急の医師又は地域連携からコーディネーターに連絡し、ネット
ワークでマッチングできる病院を探して紹介入院をする。

連携対象病院数 ３次救急病院：10施設 慢性期病院：33施設

モデル連携実績 20年12月～21年10月 連携紹介数 105例 うち75％が紹介転院

提供：日本慢性期医療協会



26

治療・ケアの内容の評価に係る経緯

18年度

20年度

21年度

H18
改定

H22
改定

16年度

H20
改定

15年度

平成16・17年度慢性期分科会

H16
改定

平成18年度慢性期分科会
ＱＩ（Quality Indicator）を用いた

医療の質の評価を提唱

診療報酬調査専門組織として慢性期分科会※発足

←  患者分類を用いた包括評価（５分類）を
療養病棟入院基本料等に導入される

←  一部の医療区分の要件が厳格化される
←  「治療・ケアの内容の評価表」として医療の

質の評価が採用される

※慢性期入院医療の包括評価分科会
（分科会長：池上直己）

平成21年度慢性期分科会

■ＱＩ（Quality Indicator）とは：
ケアの内容として問題となる褥瘡患

者の割合といったプロセスを評価した
り、ケアの結果として生じるＡＤＬの低
下といったアウトカムを評価したりする
ために提唱された指標。

■算出方法：
対象病院や病棟毎に、こうしたケアの

質に問題のある可能性のある患者を
分子に、その状態に至る可能性のある
患者全体を分母として、病院全体や病
棟全体としての割合を算出する。

■ＱＩの値の見方：
QIの値は0%～100%に分布し、100%に

近いほど、当該施設や病棟のケアの質
に問題のある可能性がある。
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○平成20年度より、ＱＩのうちの４分野が、一部修正のうえ導入された。

○病棟単位の継続的な測定・評価が義務付けられている。
○但し、現時点では本表の提出義務はない。

継続入院患者全体（③）のうちの
褥瘡を生じている患者（①）の割合

（割合が小→その病棟のケアの質が高い）

●人

△人

×人

◎人

☆人

◎人

▽人

○○人

○○人

■％

□％

◆％

◇％
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